区　　域　　区　　分　　証　　明　　願
平成　　年　　月　　日
	   近江八幡市長　冨士谷 英正　様


住　所　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
連絡先　　
   下記の土地が、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第７条に規定する区域区分のうち

市街化区域（　　　　　　　　地域）
　　　　　　　　　　　　　　　　　であることを証明願います。

市街化調整区域
記
	土地の所在及び地番
	地　　目
	地　　積
	備　　考

	
	
	
	

	
	
	
	


   上記のとおり相違ないことを証明します。
        平成　　年　　月　　日
                                                　近江八幡市長  冨士谷　英正
※市街化証明願の申請における注意事項及び添付書類
【注意事項】

　○申請図書は正１部・副１部、あわせて２部です。（２部とも押印のこと）

　○申請書の大きさはＡ４であること。
　○交付までの期間は、申請の混雑度合いにより前後しますが、概ね以下の予定です。
　　・単純な市街化証明の場合→約２週間
　　・複雑な案件で関係機関との協議が必要となる場合→約２ヶ月
　○処理が済み次第、申請書下部に記載された連絡先に電話をいたしますので、記載漏れ
　　のないようにお願いします。　

【添付書類】

１．申請用紙　　○敷地の所在地および地番は、登記上の地名地番を全筆記載してください。
２．位置図　　　○敷地の位置を表す図面は近江八幡市市域図（1/2500）に限ります。
　　　　　　　　○住宅地図不可（但し、参考図書としては添付してください。）
　　　　　　　　○北を上にして添付してください。

３．現況測量図　○縮尺は1/100～1/2500に限りますが、特に1/250～1/500が最適です。

　　　　　　　　○敷地周辺の状況（擁壁・側溝等の構造物、反対側の道路境界線、電柱、
　　　　　　　　　マンホールの位置等）を明記してください。

　　　　　　　　○敷地周辺の状況がはっきりしている場合（開発区域や道路位置指定の
　　　　　　　　　住宅等）は法務局の地積測量図でもよい。
○現況測量図が現況の形態と異なる場合、受付できないことがあります。

○住宅が密集していたり、申請地が農地等で道路・河川等から離れてい
　　　　　　　　　る場合も、道路・河川等からの距離を記入してください。
４．資料　　　　○公図
　（境界が複雑　○地積測量図
　　であると思　○申請地周辺の土地の登記簿謄本
　　われる場合　○現地の写真
　　に、添付を　○河川、公道、赤線（里道）、青線等の官地が申請地の周辺及び申請地

　　お願いする　　内にある場合において、既に官民境界等を受けられた場合は、官民
　　ことがあり　　境界等の証明書の写し。
　　ます）　　　○以下の区域等の一部分である場合にはその写し。
　 　              ・都市計画法第２９条の区画割図
　 　              ・道路位置指定の確定図
・土地区画整理法第７６条の画地確定図
